
Administrator
タイプライターテキスト
参考資料　1

Administrator
長方形











＃２ 
紹介・逆紹介 

＃１ 

１施設のみでは
役割を満たせな
い場合は他施設
との連携も考慮 

一般病院 

薬局 

＃２ 

＃２ 

＃２ 

＃３ 
研修 

（地域レベル） 

全国拠点病院連絡会議 
   中心拠点病院により開催され、全国の県拠点
病院との状況共有、意見交換等を行う 

＃３ 
診療所 薬局 

＃３ 
診療所 

A病院 B病院 
眼科 

C病院 
皮膚科 

＃１ 

（都道府県レベル）  
都道府県アレルギー疾患医療拠点病院 （原則１～２箇所程度） 

（国レベル） 中心拠点病院 

国立成育医療 
研究センター 

国立病院機構 
相模原病院 

＃２ ＃３ 

アレルギー疾患医療における連携のイメージ図   

＃３ 

＃３ 

＃３ 

＃３ 

＃４ 
情報共有 

＃４ 

都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会 
  都道府県におけるアレルギー疾患対策に携わる関係者により構成される都

道府県連絡協議会を設置する。地域におけるアレルギー疾患の実情を継続的
に把握し、都道府県拠点病院を中心とした診療連携体制、情報提供、人材育
成等の施策の企画、立案や実施等、アレルギー疾患対策の推進を図る。 

別紙１ 

・研修会への積極的な参加 
・診療所と一般病院との連携 
・重症及び難治性患者に対し、 
  適宜都道府県拠点病院との連携 
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都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の役割の具体的内容についての例示  別紙２

Ａ アレルゲン同定の検査実施および評価（血液検査、プリックテスト、パッチテスト等）

A アナフィラキシーの原因同定

Ａ又
はＢ

肺機能検査（A）・呼気NO測定（A）・呼吸抵抗測定（A）・気道過敏性試験（B）等を用いた評価

A 気管支喘息及び鑑別疾患の正確な診断

Ａ アトピー性皮膚炎の正確な診断

Ａ 重症及び難治性アレルギー性皮膚疾患の正確な診断

Ａ アレルギー性鼻炎の正確な診断

Ａ 下気道、眼、皮膚疾患に影響する上気道疾患の正確な診断

眼領域 Ａ アレルギーが関与する眼疾患の正確な診断

Ａ 運動誘発試験を含む食物経口負荷試験の実施および評価

B 重症および難治性食物アレルギーの診断

アレルギー全般
Ａ又
はＢ

アレルゲン免疫療法の実施（舌下(A)・皮下(B)）

肺及び下気道領域 Ａ 重症及び難治性気管支喘息の治療

皮膚領域 Ａ 重症及び難治性のアトピー性皮膚炎・アレルギー性皮膚疾患の治療

上気道領域 Ａ 重症及び難治性の下気道、眼、皮膚疾患に影響する上気道疾患の治療

眼領域 Ａ 重症及び難治性の眼領域アレルギー疾患の治療

アレルギー全般 A 重症及び難治性アレルギー疾患の長期管理

食物アレルギー領域 Ａ 重症及び難治性食物アレルギーの長期管理

患者やその家族に対する講習会等の定期的な実施

都道府県と協力し、地域住民に対する啓発活動の実施

都道府県でアレルギー疾患医療に携わる医療従事者の知識や技能の向上に資する研修の実施

保健師、栄養士や学校、児童福祉施設等の教職員等に対する研修の実施

都道府県におけるアレルギー疾患の実情を継続的に把握するための調査・分析の実施

国が長期的かつ戦略的に推進する大規模な疫学調査や臨床研究等に協力

都道府県の各地域における学校や児童福祉施設等が抱えるアレルギー疾患に関する諸問題に対して、
市区町村の教育委員会や市区町村の関係部局に対し、医学的見地からの助言を行う

① 診療

（A：拠点病院として実施すべき事項、B：将来的に実施することが望ましい事項）

目的：必要に応じて関係する診療科が連携した、重症および難治性アレルギー疾患の正確な診断・治療・管理

診断

アレルギー全般

肺及び下気道領域

都道府県拠点病院
（都道府県連絡協議会と連携）

（拠点病院として実施すべき事項）

皮膚領域

上気道領域

食物アレルギー

② 情報提供

治療

管理

⑤ その他
（拠点病院として実施すべき事項）

都道府県拠点病院

（拠点病院として実施すべき事項）

都道府県拠点病院
（都道府県連絡協議会と連携）

③ 人材育成

④ 研究
（拠点病院として実施すべき事項）

都道府県拠点病院
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